
第
十
一
冊
に
は
第
二
集
巻
一
四
六
か
ら
巻
一
六

0
ま
で
、
第
十
二
冊
に
は

第
二
集
巻
一
六
一
か
ら
巻
一
七
三
ま
で
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
年
代
で
言
う

と
、
そ
れ
ぞ
れ
道
光
六
年
(
-
八
二
六
年
）
十
二
月
か
ら
道
光
十
五
年
（
一

八
三
五
年
）
五
月
ま
で
と
、
道
光
十
五
年
八
月
か
ら
道
光
二
十
一
年
(
-
八

四
一
年
）
八
月
ま
で
の
文
書
で
あ
る
。

『
歴
代
賓
案
』
（
以
下
、

『賓
案
』
と
す
る
）
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
を
撮
影

し
た
故
鎌
倉
芳
太
郎
氏
の
影
印
本
は
巻

一
六

0
(
道
光
十
四
年
十
月

1
道
光

十
五
年
五
月
）
と
巻
一
六
八
（
道
光
十
八
年
十
一
月
＼
道
光
十
九
年
五
月
）

の
二
巻
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
ほ
か
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
が
ま
だ
存
在
し
て

い
た
時
期
に
、
旧
県
立
図
書
館
に
お
い
て
副
本
と
し
て
作
ら
れ
た
写
本
が
巻

一
四
六
・
一
四
八

・
一
四
九

・
一
五

O
・
一
五
ニ
・

一
五
六
・

一
五
七
•

一

五
八

・
一
五
九

・
一
六

O
・
―
六
一

・
一
六
四
と
計
十
二
巻
残
っ
て
い
る
。

う
ち
鎌
倉
本
も
残
っ
て
い
る
巻

一
六

0
を
除
く
計
十
一
巻
は
、
こ
の
旧
県
立

圏
書
館
本
を
底
本
と
し
て
使
用
し
た
。
こ
れ
ら
を
除
く
他
の
十
五
巻
は
、
旧

県
立
図
書
館
本
を
筆
写
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
台
湾
大
学
蔵
写
本
し
か
残

っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
底
本
と
し
た
。
人
間
の
手
に
よ
る
筆
写
に
は
誤
字

・

校
訂
に
つ
い
て

校
訂
本
第
十

小

島

晋

治

•
第
十
二
冊
解
説

脱
字
な
ど
の
誤
り
が
避
け
難
く
、
ま
た
筆
写
を
重
ね
る
ご
と
に
誤
字
も
多
く

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
事
実
、
台
湾
大
学
蔵
写
本
に
は
最
も
多
く
の
誤
り
が

含
ま
れ
て
い
る
。

校
訂
に
当
た
っ
て
は
、
近
年
北
京
の
中
国
第
一
歴
史
櫓
案
館
や
台
北
の
故

宮
博
物
院
、
同
じ
く
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
等
に
よ
っ
て
整
理
・
出

版
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
沖
縄
県
教
育
委
員
会
に
送

ら
れ
て
利
用
可
能
に
な
っ
た
中
琉
関
係
に
関
す
る
官
文
書
で
あ
る
橿
案
（
第

十
一
•
第
十

二
冊
の
凡
例
に
あ
げ
た
「
軍
機
処
椙
案
」
、
『清
代
中
琉
関
係
橿

案
選
編
』
、
同

『続
編
』
、
同

『
三
編
』
、
「
故
宮
博
物
院
（
台
湾
）
図
書
館
蔵

橿
案
史
料
」
、
「
内
閣
題
本
」
及
び

『
明
清
史
料
』
、
ま
た

『清
実
録
』
（《
大

清
宣
宗
成
（
道
光
）
皇
帝
実
録
》
）
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
蔵
「
頒
賜

遺
詔
謝
表
」
・
「
頒
賜
遺
詔
謝
奏
」
・
「
表
文
」
、
さ
ら
に
冊
封
使
録
（
趙
新
『
績

琉
球
国
志
略
』
）
な
ど
と
照
合
し
た
。
こ
れ
ら
に
収
め
ら
れ
て
い
る
上
奏
文

や
杏
文
、
表
文
、
勅
諭
な
ど
に
は
、

『賓
案
』
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
が
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て

『賓
案
』
の
脱
字
、
誤
字
、
空
白
に
な
っ
て
い
る
箇
所
な
ど

の
大
部
分
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
底
本
の
原

文
を
本
文
に
そ
の
ま
ま
の
せ
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
依
拠
し
た
文
書
を
あ
げ

て
、
誤
・
脱
字
、
空
白
部
分
を
頭
注
で
補
正
し
た
。
対
応
す
る
文
書
は
な
い

が
、
明
ら
か
に
誤
り
と
思
わ
れ
る
文
字
や
空
白
に
な
っ
て
い
る
文
字
に
つ
い

て
は
、
先
行
、
ま
た
後
行
の
同
型
の
文
章
な
ど
を
参
照
し
て
推
定
し
、
頭
注

に
「
．．．
 力
」
と
し
て
表
示
し
た
。

こ
れ
ら
櫓
案
の
該
当
す
る
文
書
に
よ
る
と
、

『賣
案
』
の
影
印
本
で
あ
る
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付
さ
な
か
っ
た
。

鎌
倉
本
に
も
、
明
ら
か
に
脱
字
な
い
し
誤
写
と
思
わ
れ
る
箇
所
や
、
写
真
が

不
鮮
明
な
た
め
解
読
不
可
能
な
箇
所
（
ロ
ロ
：
．
と
し
た
）
が
、
僅
か
だ
が
見

ら
れ
る
。
例
え
ば
「
内
閣
題
本
」
や

『続
編
』
に
”
間
海
関
“
と
あ
る
箇
所

が
た
ん
に
”
海
関
“
と
あ
る
所
、
同
じ
V
”
陽
光
縣
“
が
”
楊
光
縣
“
と
あ
る

こ
と
、
ま
た
督
臣
（
閤
浙
総
督
）
”
玉
徳
“
が
”
王
徳
“
と
あ
る
こ
と
（
い
ず

れ
も
巻

一
六
八
の
事
例
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
台
湾
大
学
蔵
写
本
に
は
、
鎌
倉
本
や
旧
県
立
図

書
館
本
に
比
べ
て
、
椙
案
の
各
文
書
と
照
合
す
る
と
、
一
層
多
く
の
脱
字
・

誤
字
・
誤
記
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
大
部
分
は
橿
案
の
文
書
、
そ
の
他
上

掲
の
文
書
に
よ
っ
て
補
正
（
頭
注
に
示
し
た
）
し
得
た
と
思
う
が
、
勅
諭
の

一
部
に
は
校
合
で
き
る
文
書
が
な
い
た
め
、
ま
た
難
解
極
ま
る
表
現
で
あ
る

た
め
、
推
定
も
不
可
能
で
、
空
白
箇
所
（
口
口
：
．
と
示
し
た
部
分
）
を
補
正

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
。
照
合
可
能
な
文
書
が
発
見
さ
れ

た
ら
、
の
ち
の
機
会
に
補
正
し
た
い
。

な
お
、
橿
案
な
ど
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
『
賣
案
』
に
は
、
こ
れ
ら
と

意
味
は
同
じ
だ
が
、
異
な
っ
た
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
い
く
つ
か

あ
る
。
例
え
ば
、
「
即
」
（
も
し
の
意
）
が
「
縦
」
、
「
籍
」
（
か
り
る
の
意
）

が
「
藉
」
、
「
伸
」
が
「
申
」
（
と
も
に
の
ば
す
意
あ
り
）
、
「
個
」
が
「
償
」
（
も

し
の
意
）
な
い
し
、
そ
の
逆
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
意
味
で
も
表
現
が
こ

と
な
る
場
合
、
た
と
え
ば
「
外
邦
」
が
「
藩
邦
」
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も

あ
る
。
意
味
が
同
じ
場
合
に
は
、
底
本
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
と
し
、

頭
注
も

こ
の
時
代
の
様
相

こ
の
校
訂
本
に
含
ま
れ
る
時
代
、
つ
ま
り

一
八
二
六
年
か
ら

一
八
四
一

年
に
か
け
て
の
時
代
は
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
に
重
大
な
変
動
が
生
じ
始

め
た
時
期
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
長
く
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
を
律
し
て
き
た

冊
封
体
制
、
つ
ま
り
中
国
の
皇
帝
が
冊
封
使
を
派
遣
し
て
周
辺
諸
国
の
最
高

支
配
者
を
王
と
し
て
冊
封
し
、
冊
封
さ
れ
た
王
は
定
期
的
に
中
国
の
皇
帝
に

朝
貢
し
、
朝
貞
品
を
献
上
す
る
と
同
時
に
別
に
貿
易
を
行
な
い
、
中
国
王
朝

の
暦
、
年
号
を
使
用
す
る
こ
と
な
ど
を
基
軸
に
形
成
さ
れ
て
い
た
ア
ジ
ア
の

国
際
関
係
の
中
に
、
イ
ギ
リ
ス
を
先
頭
と
す
る
近
代
欧
米
諸
国
が
入
り
込

み
、
冊
封
関
係
を
打
破
し
て
、
形
式
上
は
対
等
の
二
国
間
の
条
約
（
実
質
的

に
は
治
外
法
権
や
、
関
税
自
主
権
の
否
定
な
ど
を
含
む
不
平
等
条
約
）
締
結

を
強
制
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
自
由
貿
易
を
押
し
付
け
る
、
と
い
う
動
き
が

推
進
さ
れ
始
め
た
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
が
清
に
対
し
て

行
な
っ
た

一
八
四

0
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
の
ア
ヘ
ン
戦
争
と
、
そ
の
勝

利
の
結
果
、

一
八
四
二
年
に
清
に
調
印
さ
せ
た
南
京
条
約
を
劃
期
と
す
る
。

こ
の
条
約
に
は
琉
球
王
国
の
進
貢
船
や
接
貢
船
が
入
港
、
滞
在
し
、
琉
球
館

が
置
か
れ
て
い
た
福
州
の
開
港
も
含
ま
れ
て
い
た
。

ア
ヘ
ン
戦
争
に
先
立
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
進
展
す
る
産
業
革
命
に
対
応
し

て
、
広
州
以
外
の
港
の
開
放
や
、
広
東
十
三
行
（
公
行
）
に
よ
る
貿
易
の
独
占
．

統
制
の
廃
止
、

貿
易
根
拠
地
（
の
ち
香
港
が
最
適
地
と
み
な
さ
れ
た
）
の
租
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借
な
ど
に
よ
る
中
国
市
場
の
開
放
と
拡
大
を
め
ざ
し
、

ー
ト
ニ
ー
使
節
団
、
一
八
一
六
年
に
ア
マ
ー
ス
ト
使
節
団
を
派
遣
し
た
。
し

か
し
貿
易
を
恩
恵
と
み
な
し
、
朝
貢
貿
易
以
外
は
認
め
よ
う
と
し
な
か

っ
た

清
朝
は
、
こ
れ
ら
の
要
求
を
に
べ
も
な
く
拒
否
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド

会
社
は
中
国
か
ら
の
茶
輸
入
の
激
増
に
伴
う
買
付
資
金
の
不
足
を
解
決
す
る

た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
七
年
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
支
配
権
を
獲
得
し
た

ベ
ン
ガ
ル
で
ア
ヘ
ン
専
売
権
を
手
中
に
収
め
、
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン

・
マ
セ
ソ
ン

商
会
な
ど
の
私
貿
易
商
人
に
ア
ヘ
ン
精
製
品
を
売
り
渡
し
て
、
華
南
沿
海
を

中
心
に
中
国
に
密
輸
さ
せ
た
。
密
輸
ア
ヘ
ン
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
激
増

し、

一
八

0
0
|0
一
年
の
四
千
五
百
七
十
箱
（
一
箱
約
六

0
キ
ロ
）
か
ら
、

本
校
訂
本
に
含
ま
れ
る
一
八
三
0
年
（
道
光
十
）
か
ら
三一

年
に
は
約
二
万

箱、

一
八
三
八

ー
三
九
年
に
は
約
四
万
箱
に
も
上
っ
た
。
そ
れ
は
清
国
の
軍

隊
や
官
吏
の
中
に
ア
ヘ
ン
中
毒
患
者
を
激
増
さ
せ
、
そ
の
頗
廃
を
お
し
進
め

た
。
ま
た
一
八
二
七
年
を
境
に
合
法
貿
易
、
と
く
に
茶
輸
出
の
増
大
に
よ
る

多
年
の
銀
の
入
超
を
逆
転
さ
せ
、
清
国
か
ら
大
量
の
銀
を
流
出
さ
せ
、
銀
建

て
の
清
朝
の
財
政
、
経
済
に
破
壊
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
。
本
校
訂

本
に
含
ま
れ
る
琉
球
の
漂
流
難
民
の
救
助
、
送
還
に
江
蘇
巡
撫
と
し
て
登
場

す
る
林
則
徐
が
、
欽
差
大
臣
と
し
て
広
州
に
派
遣
さ
れ
て
手
き
び
し
い
禁
姻

措
懺
を
実
行
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
戦
争
を
発
動
す
る
こ
と
に

な
る
。

琉
球
王
国
は
察
度
王
の
時
代
、
一

三
七
二
年
（
洪
武
五
）
に
明
朝
に
朝
貢

し
て
以
来
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冊
封
体
制
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
清

一
七
九
三
年
に
マ
カ

代
に
は
朝
鮮
の
李
朝
の
一
年
四
貢
に
次
ぐ
二
年
一
貢
を
守
り
続
け
、
接
貢
船

を
含
め
る
と
毎
年
貢
船
を
派
遣
し
て
朝
貢
貿
易
を
行
な
っ
て
き
た
。
琉
球
館

に
滞
在
し
た
琉
球
の
人
々
、
ま
た
北
京
に
赴
い
た
貢
使
の
一

行
や
国
子
監
で

学
ん
だ
官
生
が
、
中
国
で
起
こ
っ
て
い
た
こ
れ
ら
の
激
動
に
着
目
し
な
か
っ

た
は
ず
は
な
い
。
道
光
十
八
年
(
-
八
三
八
）
に
派
遣
さ
れ
た
法
司
王
舅
翁

寛
に
率
い
ら
れ
た
六
十
六
名
の
冊
封
謝
恩
使
一
行
の
中
に
板
良
敷
（
の
ち
の

牧
志
）
朝
忠
が
い
た
。
彼
は
身
分
の
低
い
随
員
と
し
て
渡
清
し
、
そ
の
ま
ま

清
に
と
ど
ま
っ
た
の
ち
、
帰
琉
し
て
、

一
八
四
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
軍
艦
ア
ル

ク
メ
ー
ヌ
号
の
和
好
・
貿
易
要
求
を
は
じ
め
と
す
る
、
琉
球
に
対
す
る
欧
米

諸
国
の
開
放
要
求
に
対
処
し
て
、
出
色
の
外
交
活
動
を
展
開
し
た
。
そ
の
行

動
に
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
前
後
の
清
国
に
お
け
る
見
聞
が
大
き
な
作
用
を
及
ぼ

し
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
ア
ヘ
ン
戦
争
の
前
年
に
当
た
る
道
光
十
九
年
(
-
八
三
九）

三
月、

清
朝
は
琉
球
王
国
に
対
し
、
従
来
の
二
年

一
貢
を
越
南
国
（
ベ
ト
ナ
ム
）
や

遁
羅
（
シ
ャ
ム
1
1
タ
イ
）
と
同
じ
く
、
四
年
ご
と
の
「
遣
使
来
朝
」
に
改
め

る
、
と
い
う
上
諭
を
発
し
た
。
ち
な
み
に
ベ
ト
ナ
ム
は
従
来
も
四
年
一
貢
、

シ
ャ
ム
は
三
年
一

貢
で
あ
っ
た
。
こ
の
変
更
は
朝
貢
貿
易
を
存
立
の
重
要
な

条
件
と
し
て
い
た
琉
球
王
国
、
な
ら
び
に
こ
れ
を
通
じ
て
対
清
貿
易
を
行
な

い
、
多
大
の
利
益
を
得
て
い
た
薩
摩
藩
に
と
っ
て
は
、
受
け
容
れ
難
い
重
大

な
変
更
だ
っ
た
。
だ
か
ら
琉
球
側
は
従
来
の
二
年
一
貢
を
維
持
し
て
く
れ
る

よ
う
懸
命
に
、
間
浙
総
督
と
福
建
巡
撫
を
通
じ
て
皇
帝
に
要
請
し
た
。
そ
の

結
果
、
道
光
二
十
年
十
一
月
二
十
二
日
の
上
諭
で
、
従
来
ど
お
り
「
間
歳
一
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貢
」
と
す
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
た
。
二
年
一
回
の
朝
貢
を
四
年
ご
と
の
そ
れ

に
改
め
よ
う
と
し
た
清
朝
側
の
理
由
、
こ
れ
に
対
す
る
琉
球
側
の
反
対
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
冊
の
巻
一
七

0
か
ら
一
七
二
に
詳
し
い
。
清

朝
側
は
遠
い
道
を
雨
や
風
雪
を
冒
し
て
頻
繁
に
来
朝
す
る
の
は
、
「
朕
が
藩

服

（
被
冊
封
国
）
を
緩
懐
（
い
つ
く
し
む
）
す
る
至
意
」
に
副
わ
な
い
か
ら

だ
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い
わ
ば
建
て
前
で
あ
っ
て
、

真
の
理

由
は
、
対
イ
ギ
リ
ス
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
へ
の
対
応
に
振
り

廻
さ
れ
、
ま
た
財
政
面
で
も
ゆ
と
り
を
失
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
琉
球
国
王
は
、
四
年
ご
と
の
朝
貢
で
は

皇
帝
の
徳
化
に
浴
す
る
こ
と
に
遅
れ
、
ま
た
貢
年
に
は
気
候
が
順
調
で
豊
作

で
あ
っ
た
の
に
、
四
年
一
貢
と
な
る
と
、
「
風
雨
定
ま
ら
ず
、

豊
歓
（
豊
作

と
不
作
）
斉
し
か
ら
ず
」
と
な
る
だ
ろ
う
こ
と
、
さ
ら
に
進
貢
船
、
接
貢
船

が
福
州
へ
入
港
す
る
た
び
に
、
つ
ま
り
毎
年
、
天
朝
の
「
時
憲
書
」
（
暦
）

を
受
け
て
、
「
農
桑
の
庶
務
、
皆
早
晩
の
宜
し
き
に
合
す
る
」
こ
と
が
で
き

た
の
に
、
四
年
一

貢
と
な
る
と
、

三
年
の
間
が
あ
き
、
「
人
時
に
基
準
無
く
、

歳
事
登
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
さ
ら
に
琉
球
国
に
は
薬
材
を
産
出
せ

ず、

「
天
朝
」

が
こ
れ
を
買
っ

て
帰
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
お
か
げ
で

「生

を
養
い
、
人
に
老
寿
多
き
」
を
得
て
き
た
、
四
年
一

貢
で
は
、
医
薬
品
が
不

な

足
し
、
「
医
治
施
す
莫
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
航
海
・
入
貢

の
命
綱
で
あ
る
「
針
法
」
（
羅
針
盤
）
操
作
の
誤
り
を
致
す
こ
と
な
ど
を
あ

げ
て
い
る
。
し
か
し
二
年

一
貢
の
維
持
を
強
く
望
ん
だ
最
大
の
理
由
は
、
琉

球
の
使
臣

（
貢
使
）
が
琉
球
館
に
二
年

一
貢
を
望
む
事
情
を
質
ね
に
き
た
福

州
知
府
に
の
べ
て
い
る
次
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
（
琉
球
に
）
産
す
る
所
の

海
菜
、
貨
物
は
本
境
の
行
錯
（
琉
球
で
の
売
買
）
広
か
ら
ず
、
隔
年
一

貢
し

て
順
帯
の
貨
物
を
以
て
貿
易
す
る
を
得
、
ま
こ
と
に
亦
便
益
す
る
所
多
し
」

（二
I

一
七
二

|
0三
号
文
書
）
と
い
う
貿
易
の
利
を
失
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

な
お
こ
の
第
十
一
・
十
二
冊
に
は
当
時
の
国
際
関
係
の
変
化
や
、
清
国
社

会
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
の
氾
濫
に
関
す
る
記
録
は
全
く
な
い
。
こ
れ
は
も
っ
ぱ

ら
清
朝
と
の
公
的
関
係
に
つ
い
て
の
文
書
で
あ
る
、
と
い
う

『
賓
案
』
固
有

の
性
格
に
由
来
す
る
。

さ
き
に
牧
志
朝
忠
に
つ
い
て
、
そ
の
中
国
に
お
け
る
見
聞
が
欧
米
諸
国
に

対
処
す
る
外
交
方
面
の
活
動
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
影
響
に
つ
い
て
推
測
し
て

の
べ
た
が
、
真
栄
平
房
昭
氏
の
論
文
「
ア
ヘ
ン
戦
争
前
後
の
東
ア
ジ
ア
国
際

関
係
と
琉
球
」
（
『第
四
回
琉
球
・
中
国
交
渉
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論

文
集
』

沖
縄
県
教
育
委
員

会

一

九

九
九
年
）
に
よ
る
と
、
福
州
琉
球
館

に
は
「
河
口
通
事
」
と
よ
ば
れ
た
中
国
人
通
訳
グ
ル
ー
プ
を
通
じ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
中
国
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
帰
国
し
た
琉
球
人
を
通

じ
て
薩
摩
藩
の
耳
に
入
っ
た
。
島
津
家
文
書
の
中
に
あ
る
「
琉
球
館
よ
り
申

出
候
書
付
」
と
い
う
史
料
（
鹿
児
島
の
琉
球
館
聞
役
が
帰
国
し
た
琉
球
人
か

ら
中
国
事
情
に
つ
い
て
聴
取
し
た
、
一
八
四

0
年
八
月
の
「唐
風
聞
之
次
第
」

を
ま
と
め
た
文
書）

に
よ
る
と
、
福
州
に
い
た
琉
球
人
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
戦

況
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
し
く
知
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
薩
摩
藩
主
島

津
斉
彬
の
豊
富
な
海
外
知
識
は
、
長
崎
に
き
た
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
船
が
も
た

ら
し
た
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
琉
球
ル
ー
ト
に
よ
る
情
報
を
入
手
し
て
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一
、
冊
封
使
の
来
琉

清
朝
は
順
治
十
一
年
（
一
六
五
四
）
に
最
初
の
冊
封
使
を
派
遣
し
て
、
順

治
五
年
（
一
六
四
八
）
に
即
位
し
た
尚
質
を
琉
球
国
王
に
冊
封
し
て
以
後
、

同
治
五
年
(
-
八
六
六
）
の
尚
泰
（
道
光
二
十
八
年
1
1

一
八
四
八
年
即
位
）

に
対
す
る
最
後
の
冊
封
使
派
遣
に
至
る
ま
で
、
計
八
回
、
八
人
の
冊
封
使
を

琉
球
王
国
に
送
っ
た
（
ち
な
み
に
尚
益

《
在
位

一
七

―
0
|
―
七

―
二
年
》
、

尚
成

《
在
位
一
八

0
三
年
の
み
》
は
冊
封
使
を
迎
え
る
い
と
ま
の
な
い
中
に

逝
去
し
た
）
。

本
校
訂
本
第
十
二
冊
所
収
の
巻

一
六
三
か
ら
一
六
九
に
か
け
て
は
、
道
光

十
五
年
(
-
八
三
五
）
に
斃
去
し
た
尚
瀕
王
を
嗣
い
だ
尚
育
に
つ
い
て
、
そ

の
「
襲
封
」
承
認
要
請
か
ら
、
道
光
十
八
年

(
-
八
三
八
）
の
冊
封
正
使
翰

林
院
修
撰
林
鴻
年

・
副
使
翰
林
院
編
修
高
人
鑑
ら
の
遣
使
と
尚
育
王
冊
封
の

儀
礼
、
冊
封
使
の
帰
国
と
冊
封
謝
恩
使
の
派
遣
に
至
る
ま
で
の
世
子
尚
育
の

表
文
、
礼
部
の
奏
文
、
尚
育
の
礼
部
や
福
建
布
政
使
へ
の
杏
文
、
そ
し
て
皇

帝
の
王
に
対
す
る
詔
書
、
勅
諭
な
ど
、
大
量
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
清
朝
に
よ
る
七
回
目
の
冊
封
使
派
遣
の
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
、
冊
封
や
先
王
の
諭
祭
の
儀
式
の
あ
り
よ
う
の
他
、

①
冊
封
使
が
冊
封

に
当
た
っ
て
、
そ
の
儀
式
に
用
い
る
た
め
に
琉
球
に
持
っ
て
き
た
も
の
（
詔

第
十

・
十
二
冊
に
含
ま
れ
る
中
琉
関
係
の
主
な
内
容

い
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。

書
、
勅
諭
各
一
道
、
海
神
及
び
天
后
を
諭
祭
す
る
文
各
二
道
、
故
国
王

《
尚

瀬
》
を
賜
憧
す
る
諭
祭
文

一
道
並
び
に
節
一
柄
、
詔
勅
前
用
黄
蓋

一
柄
、
龍

旗
・
御
佼
各

一
対
、
欽
差
牌

一
対
、
粛
静

．
廻
避
牌
各

一
対
な
ど
）
゜
②
正

副
使
が
連
れ
て
い
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
従
者
の
数
（
各
医
生
二
名
。
家
人
眼

役
1
1
従
者
が
正
使
二
十
名
、
副
使
二
十
名
）
゜
③
冊
封
船
二
隻
の
調
達
（
福

建
布
政
使
が
南
台
口
に
赴
い
て
、
府
県
の
官
を
督
し
て
閲
県
の
二
名
の
船
戸

か
ら
堅
固
な
船
を
借
り
上
げ
た
）
゜
④
護
送
す
る
兵
丁
二
百
名
の
選
抜
（
前

回
嘉
慶
十
三
年
1
1

一
八
0
八
年
の
尚
瀕
に
対
す
る
冊
封
使
に
は
、
海
が
静
か

で
な
か

っ
た
た
め
定
額
の
兵
丁
二
百
名
に
二
十
名
を
加
え
て
護
送
さ
せ
た
。

し
か
し
今
回
は
冊
封
使
を
迎
え
に
き
た
琉
球
の
正
議
大
夫
鄭
良
弼
の
、
海
が

平
静
な
の
で
、
兵
士
や
夫
役
の
人
数
が
多
す
ぎ
る
と
船
中
混
雑
す
る
か
ら
減

ら
し
て
く
れ
、
と
い
う
要
請
に
従
っ
て
定
額
に
と
ど
め
た
）
゜
⑤
前
回
各
船

四
十
名
だ
っ
た
水
夫
を
、
琉
球
側
が
海
上
の
案
内
の
た
め
に
派
遣
し
て
き
た

水
夫
を
含
め
て
各
船
三
十
余
名
（
清
国
側
計
三
十
八
名
）
に
減
ら
し
た
こ
と

な
ど
が
判
明
す
る
。

従
来
、
冊
封
使

一
行
の
兵
丁
や
随
従
の
家
人

・
水
夫
な
ど
の
強
引
な
「
商

売
」
に
よ

っ
て
、
琉
球
側
が
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お

り
、
乾
隆
年
間
以
来
、
問
題
と
し
て
論
議
さ
れ
て
き
た
。
今
回
は
御
史
帥
方

蔚
の
奏
を
受
け
た
皇
帝
が
じ
き
じ
き
に
階
習
を
厳
禁
せ
よ
、
と
い
う
上
諭
を

発
し
、
こ
れ
を
奉
じ
て
軍
機
大
臣
が
督
撫
に
「
字
寄
」
を
発
し
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
階
習
と
は
、
彼
ら
が
牙
行
（
問
屋
）
と
結
ん
で
、
内
地
の
貨

物
（
人
参

・
肉
桂
・
熙
香

・
鹿
茸
・
骨
董
品
な
ど
）
を
持
ち
込
み
、
あ
る
い
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は
商
人
の
貨
物
を
請
け
負
っ
て
持
っ
て
い
き
、
法
外
な
値
段
で
無
理
矢
理
売

り
つ
け
る
こ
と
や
、
琉
球
と
交
易
し
た
商
人
が
彼
ら
に
頼
ん
で
、
旧
い
賃
金

の
取
立
て
を
行
う
こ
と
な
ど
を
さ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
外
邦
を
体
植
（
恩

恵
を
与
え
る
）
す
る
」
皇
帝
の
意
に
背
き
、
「
中
国
の
体
制
」
に
か
か
わ
る

も
の
だ
か
ら
、
発
見
し
た
ら
使
臣
が
自
ら
懲
罰
し
、
ま
た
官
を
派
遣
し
て
出

船
の
際
、
注
意
深
く
査
察
し
、
禁
を
犯
す
者
を
発
見
し
た
ら
容
赦
な
く
懲
罰

す
べ
し
、
ま
た
福
建
巡
撫
は
琉
球
国
の
官
が
犯
人
を
指
名
し
て
追
求
す
る
こ

と
を
認
め
る
、
と
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
皇
帝
じ
き
じ
き
の
命
を
含
む
禁
圧

措
置
が
、
ど
の
程
度
実
効
を
収
め
た
の
か
、
定
か
で
な
い
。
一
行
を
護
送
し

て
き
た
金
門
左
営
遊
撃
・
水
師
提
標
の
周
廷
祥
が
琉
球
到
着
の
一
＿
ヶ
月
後
病

死
し
た
の
に
対
し
、
国
王
は
嘉
慶
五
年
（
一
八

0
0
)
同
じ
く
冊
封
使
を
護

送
し
て
き
て
病
死
し
た
遊
撃
陳
瑞
芳
へ
の
先
例
に
従
い
、
葬
送
費
五
百
両
、

別
に
そ
の
子
孫
へ
の
慰
問
と
し
て
七
白
両
を
送
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
時
の
福

建
の
布
政
使
へ
の
次
口
文
の
中
で
、
国
王
は
、
「
周
廷
祥
は
入
国
以
来
厳
し
く

法
令
を
施
し
、
兵
役
を
約
束
（
統
制
）
し
、
挙
国
人
民
感
頌
せ
ざ
る
は
莫
し
」

と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
前
回
の
陳
瑞
芳
の
時
に
も
、
全
く
同
じ
賛
辞
が
書

わ
け

か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
以
て
、
先
の
措
置
が
実
効
を
収
め
た
と
み
な
す
訳
に

は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

ま
わ

な
お
、
こ
の
冊
封
船
は
、
間
浙
総
督
の
術
門
に
存
し
て
い
た
右
旋
り
の
白

螺
（
右
旋
白
螺
）
を
厄
除
け
に
船
に
の
せ
て
い
っ
た
。
娼
祖
像
を
船
に
祀
っ

た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
右
旋
り
の
白
螺
の
由
来
は
分
か
ら
な
い
。

な
お
冊
封
謝
恩
使
翁
寛
も
、
道
光
十
九
年
(
-
八
三
九
）
十

一月、

中
風

の
病
で
、
福
州
の
琉
球
館
で
病
死
し
た
。
清
は
先
例
（
乾
隆
三
十
一
年
11-

七
六
六
年
の
進
貢
副
使
鄭
乗
和
、
嘉
慶
六
年
11
一
八

0
一
年
の
謝
恩
副
使
鄭

徳
功
の
福
建
で
の
病
死
、
嘉
慶
十
三
年
11
一
八

0
八
年
の
進
貢
正
使
楊
克
敦

の
浙
江
省
で
の
病
死
へ
の
処
置
）
に
従
い
、
棺
の
価
銀
―
―
十
両
を
給
し
、
ま

た
祭
文
を
奉
撰
し
て
致
祭
し
、
死
骸
は
福
州
で
士
地
を
選
ん
で
安
葬
し
、
石

を
建
て
て
し
る
し
と
し
た
。
ま
た
嘉
慶
六
年
に
広
東
省
南
海
県
で
病
没
し
た

逼
羅
の
進
貢
正
使
に
対
す
る
先
例
に
従
っ
て
、
「
恩
賞
銀
三
百
両
」
を
下
賜

し
た
（
巻
一
七
一
）
。

二
、
官
生
の
派
遣

国
王
面
育
は
冊
封
使
を
介
し
て
、
北
京
の
国
子
監
へ
の
官
生
の
留
学
を
皇

帝
に
要
請
し
た
。
こ
れ
を
受
け
た
正
使
林
鴻
年
・
副
使
高
人
鑑
の
上
奏
が
受

け
容
ら
れ
て
、
道
光
二
十
年
（
一
八
四

0
)
、
四
名
の
官
生
が
進
貢
正
使
耳

目
官
向
国
鼎
の
一
行
に
随
行
し
て
北
京
に
行
き
、
国
子
監
に
入
学
し
た
。
久

米
村
出
身
の
院
宣
詔
以
下
、
向
克
秀
、
鄭
学
楷
、
首
里
選
抜
の
東
国
興
の
計

四
名
で
あ
る
。
こ
の
四
名
に
は
従
来
と
同
じ
く
各
人
一
名
ず
つ
計
四
名
の
眼

伴
（
従
者
）
が
つ
け
ら
れ
、
官
生
の
日
常
生
活
の
世
話
を
し
た
。
清
代
に
は
、

康
熙
二
十
七
年
（
一
六
八
八
）
か
ら
同
治
六
年
(
-
八
六
七
・
明
治
維
新
前

年
）
ま
で
に
、
七
回
、
計
二
十
七
名
の
官
生
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道

光
二
十
年
の
官
生
は
第
六
回
目
に
当
た
る
。
田
名
真
之
「
近
世
久
米
村
の
成

立
と
展
開
」
（
『新
琉
球
史
』
近
世
編
上
、
琉
球
新
報
社
一
九
八
九
年
）
に

よ
る
と
、
尚
貞
王
時
代
の
一
六
八
六
年
の
清
代
最
初
の
官
生
派
遣
か
ら
尚
穆
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王
（
一
七
五
二
年
I

一
七
九
四
年
）
の
時
代
ま
で
の
計
三
回
十
一
人
の
官
生

は
久
米
村
か
ら
選
抜
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
尚
温
（
一
七
九
五
年
I

一
八

0
ニ

年
）
の
制
度
改
革
の
中
で
、
「
学
の
久
米
村
独
占
の
弊
を
廃
す
る
た
め
」
、
官

生
四
人
中
二
人
は
首
里
か
ら
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
久
米
村

は
猛
烈
な
反
対
運
動
を
展
開
し
、
逮
捕
者
ま
で
出
し
た
（
「
官
生
騒
動
」
）
。

結
局
、
官
生
四
人
、
副
官
生
四
人
を
各
々
半
数
ず
つ
計
八
人
を
派
遣
す
る
こ

と
に
し
た
。
し
か
し
清
朝
は
副
官
生
を
認
め
ず
、
彼
ら
は
福
州
か
ら
帰
国
し

た
。
こ
の
尚
温
の
時
代
か
ら
尚
泰
の
時
代
の
最
後
の
官
生
派
遣
ま
で
計
四
回

は
、
久
米
村
出
身
者
と
首
里
の
士
族
の
子
弟
か
ら
選
ば
れ
た
計
十
六
人
の
官

生
が
送
ら
れ
た
。
彼
ら
は
、
国
子
監
内
の
宿
舎
で
、
眼
伴
の
世
話
を
受
け
な

が
ら
、
経
書
や
史
学
を
主
と
し
て
、
通
常
三
年
学
習
し
、
帰
国
後
は
久
米
村

や
王
府
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
学
費
は
毎
月
誅
墨
、
紙
筆
用
と

し
て
各
銀
一
両
五
銭
が
支
給
さ
れ
、
生
活
用
品
は
銀
伴
に
至
る
ま
で
、
支
給

内
容
や
量
に
差
は
あ
っ
た
も
の
の
、
礼
部
か
ら
支
給
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の

清
代
の
官
生
計
二
十
七
名
中
、
事
故
死
一
名
、
病
死
七
名
、
福
州
へ
の
途
次

に
遭
難
し
、
船
も
ろ
と
も
に
海
中
に
没
し
た
者
七
名
、
計
十
五
名
が
志
を
果

た
せ
ぬ
ま
ま
夭
折
し
た
。
第
十
二
冊
巻
一
七
ニ
・
一
七
三
に
収
め
ら
れ
て
い

る
四
人
の
官
生
の
中
で
も
、
向
克
秀
は
入
監
後
病
死
し
た
。
帰
国
し
た
三
人

の
う
ち
、
首
里
か
ら
選
抜
さ
れ
た
東
国
興
は
、
の
ち
尚
泰
の
御
同
学
、
国
師

と
な
り
、
琉
球
処
分
前
の
激
動
の
時
代
に
、
開
明
派
と
し
て
大
活
躍
し
た
。

ま
た
久
米
村
出
身
の
断
宣
詔
は
処
分
期
に
久
米
村
総
役
と
し
て
、
処
分
反
対

に
奔
走
、
処
分
官
松
田
道
之
は
、
彼
に
つ
い
て
「
我
が
政
府
に
抵
抗
す
る
魁

な
り
」
と
の
べ
て
い
る
。
（
以
上
、

田
名
真
之
氏
前
出
論
文
な
ら
び
に

『真

境
名
安
興
全
集
』
第
一
巻
「
沖
縄
一
千
年
史
」
第
三
編
第
六
章
教
育
参
照
）
。

三
、
朝
貢
貿
易

一
年
お
き
に
進
貢
正
使
と
副
使
の
搭

乗
す
る
二
隻
の
進
貢
船
を
福
州
に
派
遣
し
つ
づ
け
た
。
通
常
約
十
日
の
航
海

を
経
て
、
九
月
末
な
い
し
十
月
初
め
に
五
虎
門
を
通
っ
て
福
州
に
着
き
、
十

二
月
二
十
日
、
北
京
の
正
門
が
閉
じ
ら
れ
る
以
前
に
北
京
に
到
着
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
隻
の
船
に
は
計
約
二
百
名
が
搭
乗
し
、
二
十
名
前
後

が
進
貢
正
使
・
副
使
と
と
も
に
北
京
に
赴
い
て
四
訳
館
（
会
同
館
）
に
約
四

十
日
滞
在
し
た
。
貢
使
が
持
っ
て
い
く
進
貢
品
は
硫
黄
一
万
二
千
六
百
斤
、

銅
三
千
斤
、
錫
千
斤
に
一
定
し
て
お
り
、
う
ち
硫
黄
は
北
京
に
持
っ
て
い
か

ず
、
福
建
の
藩
庫
に
貯
え
て
、
用
に
備
え
た
。
こ
れ
に
対
し
、
皇
帝
は
国
王

と
后
に
蛸
緞
、
蛸
襴
緞
、
蛸
紗
、
羅
緞
、
江
綱
、
錦
、
紗
、
紡
糸
な
ど
の
高

級
衣
料
品
と
、
紙
箋
、
筆
、
墨
、
硯
な
ど
の
文
具
、
破
璃
器
、
漆
器
な
ど
の

美
術
品
を
、
進
貢
正
使
や
副
使
、
随
員
に
も
そ
れ
ぞ
れ
衣
料
を
主
と
す
る
物

品
を
賞
賜
し
た
。
こ
れ
は
貿
易
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
福
州
の
柔
遠
駅

（
い
わ
ゆ
る
琉
球
館
）
に
留
ま
っ
た
人
々
は
、
琉
球
か
ら
積
み
込
ん
で
き
た

物
品
を
、
琉
球
館
で
清
の
商
人
と
交
易
し
、
ま
た
清
の
商
人
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
物
品
を
購
入
し
て
琉
球
に
持
ち
帰
っ
た
。

ま
た
進
貢
年
の
翌
年
、
都
通
事
の
率
い
る
接
貢
船
（
乗
員
数
約
九
十
名
）

一
隻
が
福
州
に
派
遣
さ
れ
、
翌
年
ま
で
留
ま
っ
て
進
貢
使
一
行
を
迎
え
て
帰

琉
球
王
国
は
清
初
以
来
一
貫
し
て
、
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国
し
た
。
こ
の
接
貢
船
も
必
ず
輸
出
・
入
の
交
易
を
行
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
琉
球
に
漂
流
し
た
清
の
難
民
を
福
州
に
送
還
し
た
琉
球
船
も
後

述
す
る
よ
う
に
か
な
り
の
規
模
の
交
易
を
行
な
っ
て
い
る
（
第
十
一
冊
、
ニ

|
―
四
七

I
O
九
号
文
書
参
照
）
。
そ
の
ほ
か
中
国
沿
海
に
漂
着
し
た
琉
球
の

民
船
も
、
積
み
荷
が
残
っ
て
い
る
場
合
は
こ
れ
を
売
り
、
中
国
で
物
品
を
購

入
し
て
帰
国
し
た
。
交
易
の
た
め
に
、
意
図
的
に
漂
着
し
た
琉
球
の
民
船
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
も
あ
る
。
し
か
し
漂
着
が
商
売
と
し
て

成
立
っ
た
め
に
は
、
一
定
程
度
以
上
の
荷
を
も
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

だ
ろ
う
。
道
光
十
五
年
十
一
月
と
翌
年
一
月
に
福
建
海
域
に
漂
着
し
た
二
隻

の
場
合
、
粗
夏
布
一二
百
二
十
疋
、
木
耳
一
百
十
二
斤
を
積
ん
で
い
た
。
免
除

さ
れ
た
こ
の
荷
の
税
額
は
一
両
九
分
四
厘
だ
っ
た
。
危
険
を
犯
し
て
意
固
的

に
漂
着
し
た
に
し
て
は
、
積
載
さ
れ
た
こ
の
荷
物
が
少
な
す
ぎ
る
と
考
え
る

か
、
こ
れ
を
交
易
の
た
め
の
荷
と
考
え
る
か
、
結
論
を
下
し
難
い
。
意
図
的

漂
流
の
存
在
を
実
証
す
る
に
は
、
も
っ
と
多
く
の
事
例
を
発
見
し
、
検
討
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
の
べ
た
交
易
は
輸
出
・
入
と
も
す
べ
て
免
税
で
あ
っ
て
、
琉
球
、

ま
た
こ
れ
を
介
し
て
清
国
と
交
易
し
て
い
た
薩
摩
藩
に
と
っ
て
、
甚
だ
有
利

な
商
取
引
だ
っ
た
。

以
下
、
進
貢
船
と
接
貢
船
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
輸
出
・

入
の
交
易
の
実
態
を
品
目
・
数
量
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
福
州
将
軍
兼
管
蘭

海
関
事
務
が
品
目
ご
と
に
目
録
を
作
成
し
、
そ
れ
ら
の
免
税
額
を
記
し
て
提

出
し
た
上
奏
文
に
依
拠
し
た
。

総
じ
て
言
え
ば
、
道
光
七
年
(
-
八
二
七
）
か
ら
道
光
十
八
年
（
十
九
、

二
十
年
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
）
の
間
に
は
、
若
干
の
変
動
は
あ
る
が
、

品
目
、
数
鼠
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
ず
、
輸
出
の
面
を
見
る
。
進
貢
．
接
貢
船
が
輸
出
し
た
品
目
は
終
始
十

三
種
で
、
ま
た
終
始
、
海
帯
菜
（
昆
布
）
、
飽
魚
（
ア
ワ
ビ
）
、
海
参
（
ナ
マ
コ
）
、

魚
翅
（
フ
カ
ヒ
レ
）
の
海
産
物
が
順
に
上
位
四
位
を
占
め
、
そ
れ
だ
け
で
輸

出
額
（
免
税
額
）
の
九
四
％
を
占
め
続
け
た
。

上
位
を
占
め
た
醤
油
が
三
千

四
・
五
百
斤
か
ら
四
千
九
百
斤
、
免
税
額
二
両
七
銭
余
か
ら
三
両
九
銭
余
だ

っ
た
の
を
除
く
と
、
他
の
金
紙
囲
屏
、
銅
器
、
白
紙
、
扇
、
綿
紙
、
火
酒
（
ま

た
は
大
酒
と
さ
れ
て
い
る
。
泡
盛
を
さ
す
）
、
菜
油
、
刀
石
、
目
魚
乾
（
い

ず
れ
も
毎
回
輸
出
品
に
含
ま
れ
て
い
る
）
は
す
べ
て
、
免
税
額
一
両
に
満
た

な
い
。
上
位
四
位
の
中
で
も
、
松
前
（
北
海
道
南
部
）
か
ら
北
前
船
で
大
阪

に
運
ば
れ
、
薩
摩
藩
が
買
付
け
て
琉
球
に
送
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
海
帯
菜
が

常
に
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
道
光
七
年
(
-
八
二
七
）

に
入
港
し
た
接
貢
船
に
よ
る
進
口
品
の
免
税
総
額
二

0
一
両
九
銭
余
の
う
ち

七
九
両
二
銭
（
分
量
九
万
九
千
斤
）
、
道
光
十
五
年
に
入
港
し
た
接
貞
船
の

免
税
総
額
二
0
五
両
五
銭
余
の
う
ち
七
九
両
五
銭
余
（
分
量
九
万
九
千
四
百

五
斤
）
と
、
海
帯
菜
の
免
税
額
が
そ
れ
ぞ
れ
三
九
％
、
三
七
％
を
占
め
て
い

る
。
進
貢
船
の
場
合
も
、
道
光
八
年
に
入
貢
し
た
二
隻
の
貢
船
に
よ
る
進
口

品
の
免
税
総
額
三
二
六
両
二
銭
余
の
う
ち
、
海
帯
菜
が
十
九
万
六
千
斤
、
免

税
額
一
五
六
両
八
銭
（
総
額
の
四
四
％
）
、
道
光
十
八
年
(
-
八
三
八
）
の

進
貢
頭
号
船

一
隻
の
免
税
総
額
一
六
一
両
二
銭
余
（
二
隻
で
は
ほ
ぼ
三
ニ
ニ
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両
四
銭
、
道
光
八
年
と
大
体
同
じ
）
の
う
ち
、
海
帯
菜
九
万
八
千
斤
の
免
税

額
が
七
八
両
四
銭
（
全
体
の
四
八
％
）
を
占
め
て
い
る
。

現
在
、
昆
布
を
産
出
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
沖
縄
県
が
一
人
当
た
り
の
昆

布
消
費
量
が
全
国
一
で
あ
る
の
は
、
こ
の
時
代
か
ら
の
遺
産
で
あ
ろ
う
。

な
お
進
口
品
の
中
で
、
昆
布
を
首
位
と
す
る
海
産
物
が
圧
倒
的
な
地
位
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
つ
か
ら
か
、
と
い
う
こ
と
は
よ
く
分
か
ら

な
い
。
と
い
う
の
は
、
福
州
将
軍
兼
管
閏
海
関
事
務
が
進
口
品
及
び
出
口
品

の
品
目
と
免
税
額
に
つ
い
て
上
奏
し
た
「
清
単
」
（
目
録
）
が

『
賓
案
』

に

収
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
道
光
六
年
(
-
八
二
六
）
十
月
に
福
建

に
入
っ
た
進
貢
頭
号
船
一
隻
に
つ
い
て
の
記
録
が
最
初
で
、
そ
れ
以
前
の
も

の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
十
一
冊
の
ニ
ー
一
四
六

I
O
五
号
文
書

以
降
に
し
か
記
録
は
な
い
。
出
口
品
目
・
数
量
に
つ
い
て
も
事
態
は
同
じ
で

あ
る
。以

下
に
、
中
国
か
ら
す
れ
ば
出
口
（
輸
出
）
、
琉
球
か
ら
す
れ
ば
入
口
（
輸

入
）
の
動
態
を
見
て
み
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
道
光
六
年
(
-
八
二
六
）

と
同
七
年
三
月
に
福
州
に
入

っ
た
二
隻
の
進
貢
船
と
、
六
年
十
月
、
十
一
月
と
七
年
四
月
に
前
後
し
て
入

港
し
た
三
隻
の
漂
着
船
が
買
入
れ
た
品
目
と
免
税
額
に
つ
い
て
の
福
州
将
軍

兼
管
閲
海
関
事
務
果
斉
斯
歓
の
清
単
が

『賣
案
』
の
最
初
の
記
録
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
時
の
免
税
総
額
は
三
五
二
九
両
一
銭
九
分
一
厘
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
最
多
の
品
目
は
氷
片
六
千
斤
で
、
免
税
銀

一
八

0
0両
で

あ
る
。
こ
の
氷
片
は
そ
の
後
の
琉
球
の
輸
入
品
目
に
は
全
く
現
れ
て
こ
な

い
。
こ
の
年
一
回
限
り
の
輸
入
品
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
定

か
で
な
い
。
こ
の
氷
片
を
除
く
品
目
は
三
十
四
種
、
う
ち
最
も
多
い
の
は
洋

参
（
南
洋
つ
ま
り
東
南
ア
ジ
ア
産
の
人
参
。
薬
材
と
し
て
使
わ
れ
た
）
五
千

斤
、
税
銀
五
二
五
両
、
こ
れ
に
続
く
細
茶
葉
四
万
五
千
斤
、
税
銀
二
七

0
両、

沈
香
七
千
二
百
斤
、
税
銀
ニ
―
六
両
、
銀
誅
一
万
三
千
斤
、
税
銀
一
六
九
両
、

粗
薬
材
十
六
万
六
千
七
百
二
十
斤
、
税
銀
一
六
六
両
、
水
銀
九
千
三
百
斤
、

税
銀

―
―
一

両
が
免
税
額
百
両
以
上
の
品
目
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
獣
壻
、
木

香
、
蘇
木
、
粗
磁
器
、
ま
た
上
綴
紗
、
花
綱
、
既
条
、
粗
夏
布
等
の
衣
料

品
、
毛
辺
紙
、
徽
墨
な
ど
の
文
具
、
油
傘
、
油
紙
傘
、
鉄
針
、
土
漆
茶
盤
、

故
布
衣
、
故
網
衣
な
ど
で
あ
る
。
琉
球
か
ら
の
進
口
品
が
海
産
物
を
主
と
す

る
の
に
対
し
、
手
工
業
製
品
が
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
い
る
。
氷
片
を
除

＜
免
税
額
は
一
七
二
九
両
余
で
、
こ
の
数
字
は
道
光
九
年
の
二
隻
の
進
貢
船

の
免
税
総
額
一
七
七
四
両
余
、
道
光
十
二
年
の
一
隻
の
接
貢
船
一

三
0
三
両

余
、
同
十
四
年
の
接
貢
船
一

0
一
八
両
と
、
一
隻
の
接
貢
船
で
一

0
0
0両

か
ら
一

三
0
0両、

二
隻
の
進
貢
船
で
一
七

0
0余
両
と
ほ
ぼ
同
じ
水
準
で

あ
る
。
品
目
も
洋
参
、
薬
材
、
茶
と
、
丁
香
や
沈
香
な
ど
の
香
料
が
常
に
大

き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
薬
用
と
思
わ
れ
る
洋
参
は
時
に
大
き
く
変

動
し
て
い
る
。
道
光
七
年
や
十
六
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
五
千
斤
、
六
千
斤
、
免

税
額
五
二
五
両
、
六
三
0
両
と
、
圧
倒
的
に
首
位
を
占
め
た
が
、
道
光
十
二

年
の
接
貢
船
で
は
一
千
三
百
斤
、
一

三
六
両
余
と
、
銀
珠
の
二
四
八
両
、
茶

の
ニ
二
八
両
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
。
洋
参
が
ど
こ
に
、
ど
う
売
ら
れ
た
の

か
定
か
で
な
い
が
、
市
況
の
変
動
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
大
で
あ
っ
た
の
か
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二
千
斤
を
買
う
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。

れ
る
。

つ
ま
り
生
糸
五
千
六
百
斤
と
紬
緞

も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
琉
球
か
ら
の
進
口
品
の
免
税
総
額
が
最
多

で
三
六
三
両
余
（
道
光
四
年
）
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
比
し
て
、
こ
の
交
易
に

お
い
て
は
圧
倒
的
に
琉
球
側
の
入
超
で
あ
り
、
琉
球
の
福
州
に
お
け
る
朝
貢

貿
易
と
は
、
主
と
し
て
は
中
国
の
物
産
の
買
付
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

な
お
、

『
賓
案
』

に
よ
る
と
、
清
は
琉
球
と
の
交
易
に
際
し
ー
恐
ら
く
は

そ
の
他
の
国
と
の
交
易
に
お
い
て
も
ー
、
品
目
に
さ
ま
ざ
ま
の
禁
制
を
科
し

て
い
た
（
『清
会
典
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
）
。

「
査
す
る
に
、
史
書
、
黒
黄
紫
阜
（
白
色
）
の
大
花
西
番
（
西
洋
）
蓮
緞
疋
、

お
よ
び

焔
硝
（
火
薬
）
、
牛
角
、
兵
器
、
桐
油
、
鉄
鍋
、
黄
紅
の
銅
器
以
及
糸
綱
緞
疋
、

お
か

綾
絹
、
紗
羅
等
の
物
は
、
均
し
く
例
禁
を
干
し
、
収
買
を
許
さ
ず
」
と
あ
る

の
が
そ
れ
で
あ
る
。
乾
隆
一
一
十
八
年
（
一
七
六
三
）
以
前
に
は
、

「
土
糸
（
農

民
が
副
業
と
し
て
生
産
し
て
い
た
も
の
を
含
む
各
地
方
産
の
普
通
の
生
糸
を

さ
す
か
）
、
湖
糸
（
良
質
の
生
糸
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
た
浙
江
省
湖
州
産

の
生
糸
）
」
、

つ
ま
り
生
糸
一
般
の
買
付
け
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
生
糸
は
当

時
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
に
は
か
な
り
多
く
輸
出
さ
れ
て
お
り
、
長
崎
に
も
入
っ

て
い
た
か
ら
、
琉
球
側
は
そ
の
解
禁
を
求
め
、
こ
の
年
こ
れ
が
承
認
さ
れ
て
、

一
年
に
「
土
糸
五
千
斤
、
二
蚕
の
湖
糸
三
千
斤
」
計
八
千
斤
を
買
い
付
け
る

こ
と
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
づ
い
て
乾
隆
三
十
年
に
は
当
時
の

督
撫
の
上
奏
を
経
て
、
生
糸
八
千
斤
の
う
ち
二
千
四
百
斤
を
差
し
引
い
て
、

代
わ
り
に
紬
緞
二
千
斤
を
買
い
入
れ
る
、

ば
れ
た
の
か
、
究
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

兵
器
や
火
薬
、
ま
た
制
銭
の
原
料
で
あ
り
な
が
ら
中
国
で
不
足
し
て
い
た

銅
の
買
い
入
れ
禁
止
は
と
も
か
く
、
何
故
上
記
の
よ
う
に
広
範
囲
の
禁
制
品

を
設
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
各
品
目
に
つ
い
て
検
討
の
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
と
く
に
冒
頭
に
お
か
れ
て
い
る
「
史
書
」
が
何
を
さ
す
の
か
、
史
書
一

般
を
す
べ
て
さ
す
の
か
、
ま
た
何
故
こ
れ
を
禁
制
品
に
入
れ
た
の
か
、
清
代

を
つ
う
じ
て
長
崎
に
二
十
四
史
を
は
じ
め
多
く
の
「
史
書
」
が
入
っ
て
い
る

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
史
書
一
般
と
す
れ
ば
甚
だ
奇
異
の
感
が
あ
る
。

久
米
村
の
明
倫
堂
や
、
首
里
の
国
学
と
平
等
学
校
所
に
お
い
て
儒
学
の
学
習

と
教
育
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
琉
球
で
、
中
国
の
「
史
書
」
が
読
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
中
国
か
ら
ど
う
い
う
書
籍
が
入
り
、
学

四
、
漂
流
難
船
の
増
加
と
相
互
の
救
助
シ
ス
テ
ム

琉
球
王
国
が
中
国
の
王
朝
へ
の
朝
貢
を
開
始
し
て
以
来
、
海
上
で
暴
風
に

遇
っ
て
遭
難
す
る
ケ
ー
ス
は
、
貢
船
を
含
め
て
常
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
特
に

道
光
年
間
に
お
い
て
、
琉
球
の
民
間
船
の
漂
着
が
い
ち
じ
る
し
く
増
大
し
て

い
る
。
西
里
喜
行
氏
の
作
成
し
た
統
計
資
料
に
よ
る
と
、
康
熙
か
ら
同
治
末

年
ま
で
の
ニ
―

三
年
間
に
漂
着
し
た
琉
球
の
民
間
船
は
三
二
三
隻
、

う
ち
道

光
期
の
三
十
年
間
だ
け
で

一
〇
一

隻
、
三
分
の
一
弱
を
占
め
て
い
る
。
康
熙

年
間
の
四
十

一
年
間
に
十
七
隻
、
乾
隆
六
十
年
間
に
七
十
九
隻
で
あ
っ
た
こ

と
と
対
比
し
て
、
道
光
年
間
の
漂
着
船
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
が
う
か
が
わ
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北
京
の
中
国
第
一
歴
史
橿
案
館
の
方
裕
謹
氏
の
論
文
「
清
の
道
光
年
間
に

お
け
る
中
琉
関
係
の
研
究
」
（
『第
五
回
琉
球
・
中
国
交
渉
史
に
関
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会

一
九
九
九
年
）
に
付
さ
れ
た
表

+
「
道
光
年
間
琉
球
国
漂
風
難
船
情
況
表
」
（
同
館
所
蔵
の
櫓
案
に
基
づ
い

て
作
成
）
に
よ
る
と
、
道
光
年
間
三
十
年
の
間
に
、
中
国
沿
海
や
朝
鮮
に
漂

流
し
て
救
助
さ
れ
た
琉
球
の
舟
は
九
十
六
隻
（
九
十
六
件
）
で
あ
る
。
う
ち
、

こ
の
校
訂
本
第
十
一
・
十
二
冊
に
含
ま
れ
て
い
る
道
光
七
年
(
-
八
二
七）

か
ら
同
二
十
一
年
（
一
八
四
一
）
ま
で
の
十
五
年
間
の
件
数
は
五
十

一
件
に

上
る
。『
賣
案
』
に
は
こ
れ
が
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

ニ

十
八
件
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
道
光
七
年
か
ら
十
四
年
ま
で
の
三
十

一
件
中

二
十
七
件
が

『賓
案
』
に
記
録
さ
れ
て
い
て
、
校
訂
本
第
十
一
・
十
二
冊
の

中
で
か
な
り
の
分
量
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
漂
流
事
件
の
大
半
は
こ

れ
に
よ
っ
て
知
り
得
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
福
州
到
着
が
か
な
り
遅
れ
た

程
度
で
済
ん
だ
が
、
接
貢
船
、
進
貢
船
の
漂
流
も
計
三
件
あ
る
。

こ
の
表
十
に
よ
る
と
、
「
遭
風
」
に
よ
る
遭
難
は
六
月
に
十
四
件
、
七
月

に
八
件
、
八
月
に
六
件
と
、
半
数
以
上
は
六
月
か
ら
八
月
の
間
に
集
中
し
て

い
る
（
月
は
す
べ
て
陰
暦
。
陽
暦
で
は
、
ほ
ぼ
七
月
か
ら
十
月
の
間
）
。

漂
流
中
な
い
し
漂
着
し
て
救
助
さ
れ
た
場
所
は
、
浙
江
省
沿
海
島
嶼
、
と

く
に
定
海
が
多
く
、
浙
江
海
域
だ
け
で
二
十
四
件
に
な
る
。
つ
い
で
、
台
湾

沿
海
が
十
件
に
上
り
、
ほ
か
に
江
蘇
、
福
建
、
山
東
、
広
東
の
沿
海
が
あ
る
。

朝
鮮
半
島
南
部
の
両
岸
、
す
な
わ
ち
全
羅
道
で
救
助
さ
れ
た
も
の
も
三
件
あ

る
。

一
方
、
中
国
と
朝
鮮
の
舟
で
琉
球
海
域
に
漂
着
、
救
助
さ
れ
た
も
の
も
、

道
光
七
年
か
ら
同
二
十

一
年
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
六
件
と
七
件
あ
る
。

六
人
の
琉
球
漁
民
が
乗
っ
て
い
た
舟
が
大
風
に
遇
っ
て
漂
流
中
、
江
戸
か

ら
米
を
運
ぶ
途
中
に
大
風
の
た
め
漂
流
し
て
い
た
十
一
人
が
乗
っ
て
い
た
日

本
人
の
商
船
に
救
助
さ
れ
、
こ
の
日
本
船
に
移
乗
し
た
が
、
こ
れ
が
ま
た
大

風
に
遇
っ
て
漂
流
し
て
い
る
う
ち
に
、
福
建
省
同
安
県
の
中
国
商
人
の
船
に

救
助
さ
れ
て
福
州
に
送
ら
れ
た
、
と
い
う
道
光
八
年
の
事
例
も
あ
る
（
ニ
ー

一
四
八
ー
〇
八
号
文
書
）
。

こ
の
よ
う
に
、
道
光
年
間
に
「
遭
風
難
船
」
が
い
ち
じ
る
し
く
増
加
し
た

の
は
、
琉
球
の
み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
沿
海
全
域
で
、
民
間
に
お
け
る
人
と

物
の
移
動
、
交
流
が
発
展
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

琉
球
の
遭
難
船
に
つ
い
て
見
る
と
、
官
府
の
「
差
（
公
務
に
よ
る
派
遣
）
」

を
奉
じ
て
、
八
重
山
や
宮
古
島
、
喜
界
島
か
ら
那
覇
へ
米
を
運
ぶ
途
中
、
逆

に
那
覇
か
ら
こ
れ
ら
の
島
に
米
や
粗
の
納
入
を
督
促
に
行
っ
た
帰
途
暴
風
に

遇
っ
た
、
と
い
う
記
録
は
か
な
り
多
い
。
し
か
し
役
所
と
は
関
係
な
く
、
管

鈍
村
（
奄
美
大
島
）
か
ら
那
覇
府
に
姿
器
を
、
那
覇
か
ら
北
山
へ
柴
薪
を
、

太
平
山
（
宮
古
島
）
か
ら
北
山
府
に
塩
を
買
い
に
行
く
途
中
、
同
じ
く
那
覇

に
柴
薪
を
、
八
重
山
か
ら
那
覇
へ
粧
を
、
渡
名
喜
島
か
ら
那
覇
へ
豚
を
売
り

に
行
く
途
中
遭
難
な
ど
、
民
間
の
商
取
引
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
る
過
程
で

遭
難
し
た
、
と
い
う
記
録
も
多
い
。

琉
球
に
漂
着
し
た
中
国
船
の
場
合
も
、
長
江
下
流
に
沿
う
江
蘇
省
通
州
や

鹿
山
の
船
が
棉
花
を
山
東
へ
売
り
に
行
っ
て
帰
路
遭
難
と
か
、
広
東
省
潮
州
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朝
鮮
や
台
湾
を
含
む
中
国
沿
海
で
救
助
さ
れ
た
琉
球
船
は
、
現
地
で
遭
難

朝
鮮
と
中
国
の
沿
海
に
漂
着
、
救
助
さ
れ
た
琉
球
船
の
乗
員
数
も
、
各
島

に
巡
察
に
行
っ
た
王
府
の
官
船
が
五
十
九
名
の
乗
員
で
漂
流
し
た
一
例
を
除

き
、
三
名
か
ら
十
数
名
の
小
さ
な
民
船
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
遭
難
船
に
対
す

る
救
助
、
乗
員
の
送
還
は
、
康
煕
年
間
以
来
、
次
第
に
整
備
さ
れ
て
き
た
一

定
の
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

府
の
澄
海
県
や
饒
平
県
の
商
船
が
砂
糖
を
上
海
や
天
津
に
売
り
に
行
き
、
さ

ら
に
上
海
で
棉
花
、
米
、
豆
を
積
み
込
み
、
天
津
か
ら
奉
天
省
寧
遠
府
に
行

っ
て
大
豆
を
買
っ
て
帰
る
途
中
遭
難
し
た
な
ど
、
活
発
な
商
品
の
販
運
に
伴

う
遭
難
の
記
録
が
多
い
。
総
じ
て
後
述
す
る
朝
鮮
の
遭
難
船
と
比
べ
て
、
中

国
船
の
乗
員
は
二
十
三
人
、
三
十
三
人
、
五
十
人
、
六
十
三
人
と
比
較
的
多

い
。
「
旨
」
を
奉
じ
て
長
崎
へ
銅
を
買
い
に
行
く
途
中
遭
難
し
て
、
琉
球
に

漂
着
し
た
蘇
州
の
豪
商
の
船
に
は
一
〇
一
名
も
乗
っ
て
い
た
。

朝
鮮
の
遭
難
船
は
す
べ
て
全
羅
道
（
全
州
府
、
海
南
邑
、
江
津
邑
、
黒
山

府
深
県
、

霊
岩
梨
な
ど
）
の
舟
だ
っ
た
が
、
三
十
三
人
の
乗
っ
て
い
た

一
隻

を
除
い
て
、
九
人
か
ら
十
一
人
ま
で
で
、
中
国
船
に
比
べ
て
小
さ
な
舟
が
多

か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
全
羅
道
の
港
か
ら
忠
青
道
や
京
畿
道
に
米
や

木
材
を
積
ん
で
行
き
、
紙
や
海
草
（
？
）
を
買
っ
て
帰
る
途
中
遭
難
、
伊
江

島
、
伊
是
名
島
、
久
米
島
、
与
那
国
島
な
ど
に
漂
着
し
て
い
る
。
漂
流
中
餓

死
し
た
り
、
漂
着
に
際
し
岩
に
激
突
し
て
沈
没
、
溺
死
す
る
な
ど
、
悲
惨
な

犠
牲
者
を
生
ん
だ
比
率
も
、
中
国
船
よ
り
は
高
い
。
舟
が
小
さ
か

っ
た
こ
と

事
情
を
調
べ
た
の
ち
食
糧
、
衣
料
を
与
え
ら
れ
、
乗
船
が
帰
国
に
耐
え
る
や

否
や
を
調
査
し
て
、
遭
難
者
の
意
向
を
確
か
め
た
。
多
く
の
場
合
は
残
っ
た

船
具
や
舟
を
現
地
で
売
っ
て
金
に
換
え
た
。
つ
い
で
、
す
べ
て
い
っ
た
ん
福

州
ま
で
護
送
さ
れ
、
柔
遠
駅
（
琉
球
館
）
に
収
容
さ
れ
、
再
度
調
査
さ
れ
て
、

帰
国
の
日
ま
で
、
一
日
に
つ
き
米
一
升
、
塩
菜
銀
（
調
味
料
と
お
か
ず
用
の

金
）
六
厘
、

帰
国
に
あ
た
り
別
に
行
糧
（
旅
の
間
の
食
糧
）

一
か
月
分
が
支

給
さ
れ
た
。
朝
鮮
へ
の
遭
難
者
の
場
合
、
陸
路
盛
京
（
今
の
沈
陽
）
に
行
き
、

こ
こ
で
、
衣
料
、
履
物
な
ど
を
支
給
さ
れ
た
の
ち
陸
路
福
州
に
護
送
さ
れ
た
。

道
光
六
年
四
月
、

山
原
地
方
に
「
山
柴
」
を
買
い
に
行
き
、
五
月
十
八
日
、

洋
上
で
大
風
に
遇
い
、
五
月
二
十
九
日
に
全
羅
道
の
興
陽
羅
老
島
に
漂
着
し

た
三
人
（
の
ち
一
人
は
途
中
病
死
）
の
場
合
、
同
年
九
月
二
十
日
盛
京
着
、

翌一

月
六
日
福
州
着
、
琉
球
館
収
容
と
、
こ
こ
ま
で
約
七
か
月
を
要
し
て
い

る
。
台
湾
へ
の
漂
着
民
は
当
然
船
で
福
州
に
護
送
さ
れ
た
。

福
州
か
ら
琉
球
へ
の
送
還
は
、
も
と
の
舟
の
破
損
の
ひ
ど
い
場
合
、
帰
国

す
る
貢
船
（
進
貢
．
接
貢
船
）
に
便
乗
さ
せ
て
帰
し
た
（
こ
の
ケ
ー
ス
が
多

か
っ
た
）
。
修
理
し
て
航
海
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
、
海
路
を
熟
知
し
て
い

る
貢
船
の
乗
員
一
．
―
-
名
を
こ
れ
に
配
し
て
、
航
海
の
安
全
を
期
し
て
琉
球

に
帰
国
さ
せ
た
。

総
じ
て
、
人
道
に
合
致
す
る
救
助
、
送
還
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
中
国
で

手
当
て
の
甲
斐
な
く
病
死
し
た
ー
こ
の
ケ
ー
ス
も
常
に
見
ら
れ
た
ー
遭
難
者

に
は
棺
を
支
給
し
て
鄭
重
に
埋
葬
し
、
墓
に
そ
の
名
を
標
記
し
た
。

し
か
し
、
稀
に
不
幸
な
事
態
も
発
生
し
た
。
那
覇
に
豚
を
売
り
に
行
っ
た
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渡
名
喜
島
の
水
手
ら
十
名
が
、
帰
路
道
光
十
三
年
一
月
九
日
、
洋
上
で
大
風

に
遇
い
、
名
を
知
ら
ぬ
台
湾
の
海
岸
に
漂
着
、
座
礁
し
て
一
人
が
溺
死
、
九

人
が
必
死
に
上
陸
し
た
の
ち
、
突
然
、
刀
や
鎌
を
手
に
し
た
数
十
人
の
「
赤

身
散
髪
（
裸
で
ザ
ン
バ
ラ
髪
）
の
男
に
襲
わ
れ
、
六
人
が
殺
さ
れ
、
他
の
三

人
は
辛
う
じ
て
逃
れ
て
「
中
国
人
の
救
護
」
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
、
と
い

う
記
録
が
あ
る
（
ニ
ー
一
五
八
ー
ニ
二
号
文
書
）
。
他
に
も
う

一
件
、
原
住
民

に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
っ
て
逃
走
し
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も

あ
る
。

維
新
政
府
が
一
八
七
四
年
の
台
湾
出
兵
の
契
機
と
し
た
同
年
の
沖
縄
の
水

夫
殺
害
事
件
の
先
躍
で
あ
っ
た
。

琉
球
に
漂
着
し
た
朝
鮮
・
中
国
の
遭
難
者
に
対
す
る
琉
球
王
国
の
救
助
・

送
還
体
制
も
よ
く
整
っ
て
い
た
。
そ
の
措
置
を
取
る
に
当
た
り
、
琉
球
の
官

府
は
、
康
熙
二
十
三
年
（
一
六
八
三
）
に
礼
部
が
国
王
に
送
っ
た
杏
文
「
旨

を
奉
ず
。
今
海
禁
已
に
開
け
、
各
省
人
民
の
海
上
に
貿
易
し
、
行
走
す
る
者

甚
だ
多
し
。
応
に
浜
海
の
外
国
の
王
ら
に
移
文
し
て
、
お
の
お
の
該
管
の
地

方
に
筋
し
て
、
凡
そ
船
隻
の
漂
至
す
る
者
有
れ
ば
、
収
養
し
て
解
送
せ
し
め

よ
」
の
趣
旨
に
基
づ
く
措
置
で
あ
る
こ
と
を
、
清
朝
に
報
告
し
て
い
る
。

一
例
と
し
て
、
道
光
十
五
年
(
-
八
三
五
）
十
月
五
日
に
与
那
国
島
に
漂

着
し
た
六
人
の
全
羅
道
海
南
邑
の
朝
鮮
人
へ
の
措
置
に
つ
い
て
述
べ
る
。
同

船
は
清
山
島
へ
魚
貨
を
買
い
に
行
く
途
中
、
九
月
五
日
大
風
に
遇
い
、
十
月

五
日
に
漂
着
し
た
が
、

三
名
は
そ
の
さ
い
溺
死
し
た
。
琉
球
の
当
時
の
官
は

こ
こ
に
「
館
」
を
設
け
て
「
安
頓
（
収
容
し
て
安
定
さ
せ
る
）
」
し
、
食
糧
、

衣
料
を
支
給
し
、
収
容
で
き
た
遺
体
は
鄭
重
に
埋
葬
し
て
姓
名
を
標
記
し

お
く

た
。
そ
の
後
、
舟
で
那
覇
の
泊
村
に
護
送
し
、
「
館
に
発
り
て
安
頓
」
し
、

食
糧
、
衣
料
、
蚊
帳
、
酒
肉
を
支
給
し
た
（
館
が
常
設
の
も
の
か
、
臨
時
の

も
の
か
、
そ
の
建
物
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
）
。

こ
こ
ま
で
の
過
程
は
中
国
の
遭
難
民
に
対
し
て
も
同
様
だ
っ
た
。
だ
が
そ

の
後
の
送
還
シ
ス
テ
ム
が
朝
鮮
人
と
中
国
人
と
で
は
こ
と
な
っ
て
い
た
。

朝
鮮
人
の
場
合
は
、
貢
船
に
同
乗
さ
せ
て
福
州
に
護
送
し
、
そ
の
後
琉
球

の
貢
使
一
行
を
護
送
す
る
清
の
官
（
委
員
）
に
託
し
て
北
京
ま
で
護
送
さ
せ

た
。
北
京
に
着
く
と
、
委
員
は
遭
難
者
を
礼
部
に
引
き
渡
し
、
礼
部
は
李
朝

の
貢
使
一
行
が
朝
鮮
に
帰
国
す
る
際
、
こ
れ
ら
の
難
民
を
帯
同
さ
せ
た
。
こ

の
方
式
は
道
光
二
十
一
年
に
伊
是
名
島
に
漂
着
し
た
十
一
人
中
八
人
_

|
三

名
は
座
礁
の
さ
い
溺
死
ー
ー
ー
を
、
喜
界
島
に
漂
着
し
た
六
十
一
名
の
中
国
人

を
中
国
に
送
還
す
る
船
（
後
述
）
に
同
乗
さ
せ
て
福
州
に
送
っ
た
一
件
を
除

い
て
、
す
べ
て
同
じ
だ
っ
た
。

一
方
、
中
国
人
難
民
を
送
還
す
る
さ
い
は
、
遭
難
者
の
多
少
に
か
か
わ
ら

ず
、
す
べ
て
都
通
事
が
六
十
八
人
の
船
員
を
率
い
て
か
な
り
大
き
な
、
貢
船

と
は
別
の
船
に
乗
せ
て
福
州
へ
送
っ
た
。
こ
の
送
還
船
は
福
州
で
「
開
館
貿

易
」
す
る
こ
と
、
貢
船
同
様
輸
出
入
税
を
免
除
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い

た
。
従
っ
て
か
な
り
の
規
模
の
交
易
用
物
品
を
積
み
込
ん
で
行
っ
た
。
こ
の

送
還
船
が
行
な
っ
た
交
易
品
目
、
数
量
に
つ
い
て
の
記
録
が

『賓
案
』
に
あ

る
の
は
、
道
光
七
年
、
江
蘇
省
松
江
府
上
海
県
の
商
民
王
群
芳
等
を
護
送
し

た
船
に
つ
い
て
の
福
州
将
軍
兼
管
閤
海
関
事
務
果
斉
斯
歓
の
上
奏
文
（
ニ
ー
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一
四
六
ー
〇
六
号
文
書
）
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
琉
球
が
輸
出
し
た

品
目
は
、
貨
船
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
く
海
帯
菜
八
万
五
千
斤
、
税
額
六
八
両

を
筆
頭
と
す
る
十
一
品
目
、
免
税
額
―
―
二
両
九
銭
で
あ
る
。
同
年
の
進
貨

頭
号
船
一
隻
の
免
税
額
が
一
六
二
両
余
だ
か
ら
、
貞
船
一
隻
分
に
近
い
。
輸

入
品
目
も
薬
材
、
茶
、
沈
香
、
洋
参
な
ど
を
主
に
、
衣
料
品
、
文
具
類
な
ど

二
十
八
品
目
、
免
税
総
額
三
三

0
両
余
に
達
し
て
い
る
(
―

-|
―
四
七
I
O

九
号
文
書
）
。
中
国
人
難
民
の
送
還
を
貿
易
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
、
従
っ
て
朝

鮮
人
の
送
還
と
は
こ
と
な
る
流
儀
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
漂
流
民
の
場
合
は
、
中
国
人
の
送
還
船
に
の
せ
て
福
州
に
送
っ
た

の
ち
、
中
国
の
役
人
が
彼
ら
を
長
崎
貿
易
の
基
地
で
あ
っ
た
浙
江
省
の
乍
浦

に
送
り
、
清
の
貿
易
船
に
の
せ
て
長
崎
へ
送
っ
た
。
し
か
も
清
朝
は
送
還
船

の
乗
員
に
口
糧
、
藷
菜
、
塩
、
薪
を
支
給
し
、
帰
国
に
際
し
て
は
別
に
行
糧

一
か
月
を
支
給
し
、
必
要
な
場
合
に
は
船
の
修
理
代
を
支
給
す
る
な
ど
、
遭

難
船
に
対
す
る
救
憧
と
同
じ
よ
う
な
恩
恵
を
施
し
た
。
ま
た
、
こ
の
船
を
率

い
て
き
た
都
通
事
に
は
賞
と
し
て
緞
紗
布
な
ど
が
与
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
大
清
帝
国
を
中
心
と
す
る
前
近
代
的
な
冊
封
体
制
の

下
で
、
こ
れ
に
包
摂
さ
れ
た
ア
ジ
ア
の
諸
国
間
で
は
、

一
種
の
人
道
的
な
難

民
救
助
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
琉
球
人
と
朝
鮮
人
、
中
国
人
の
間
で
は
、
と
く
に
朝
鮮
人
と
の
間

で
は
コ
ト
バ
が
通
じ
な
い
ケ
ー
ス
が
普
通
だ
っ
た
。
だ
が
、

『賣
案
』
に
よ

る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
琉
球
人
、
朝
鮮
人
の
難
民
の
中
に
、

一
人
な
い

ほ

し
二
人
「
略
ぼ
文
字

（漢
字）

を
識
る
者
」
が
あ
り
、

筆
談
に
よ
っ
て
事
情

※

『歴
代
賣
案
』
校
訂
本
第
十
二
冊

（
五
八

一
＼
五
九
四
頁
）。

を
調
査
し
て
い
る
。
冊
封
体
制
下
に
お
け
る
共
通
の
文
字
と
し
て
の
漢
字
の

意
義
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

沖
縄
県
教
育
委
員
会

二
0
0
0
年
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